
 
様式第６号 （第１面）                            (日本工業規格Ａ列４) 

           有       料       ・       無       料 
            職 業 紹 介 事 業 許 可 証 再 交 付 申 請 書 
            職  業  紹  介  事  業  変  更  届  出  書 
            職業紹介事業変更届出書及び有料・無料職業紹介事業許可証書換申請書 
    有料・無料・特別の法人無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書 
    特 別 の 法 人 無 料 職 業 紹 介 事 業 変 更 届 出 書 
 

① 平成 ２９年 ４月３０日 
 
     厚 生 労 働 大 臣   殿 

                            株式
かぶしき

会社
かいしゃ

 需給
じゅきゅう

調整
ちょうせい

事業部
じぎょうぶ

 

                                 
②申請・届出者  氏  名 代表

だいひょう

取締役
とりしまりやく

社長
しゃちょう

 東京
とうきょう

太郎
た ろ う

   
 
 

１．職業安定法第32条の４第３項の規定により下記のとおり再交付を申請します。 
   ２．職業安定法第33条第４項において準用する法第32条の４第３項の規定により下記のとおり 

再交付を申請します。 
   ３．職業安定法第32条の７第１項の規定により下記のとおり変更を届け出ます。 
   ４．職業安定法第33条第４項において準用する法第32条の７第１項の規定により下記のとおり 

変更を届け出ます。 
   ５．職業安定法第32条の７第４項の規定により下記のとおり変更届け出及び書換申請をしま 

す。 
   ６．職業安定法第33条第４項において準用する法第32条の７第４項の規定により下記のとおり 

変更届け出及び書換申請をします。 

   ７．職業安定法第33条第４項において準用する・第33条の３第２項において準用する第32条の 
12第１項の規定により、下記のとおり取扱職種の範囲等を定めたので届け出ます。 

   ８．職業安定法第33条の３第２項において準用する法第32条の７第１項の規定により下記のと 
おり変更を届け出ます。 

 
 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③許可・届出番号  １３ーユー３００００１ 

 
（ふりがな） 

④氏 名 又 は 名 称 

  かぶしきかいしゃ じゅきゅうちょうせいじぎょうぶ 

 株式会社 需給調整事業部 

 
 
 
 
（ふりがな） 

⑤所  在  地 

 〒  １  ０  ８ － ８ ４  ３ ２               電話０３（３４５２）●●●●

   みなとくかいがん 

 港区海岸３－９－４５ 

 

 

⑥事業所 

 
 （ふりがな） 

  名 称 

 かぶしきかいしゃ じゅきゅうちょうせいじぎょうぶ かいがんしてん 

 株式会社 需給調整事業部 海岸支店 

 

（ふりがな） 

所在地 

 みなとくかいがん 

 港区海岸３－９－４５ ●●ビル 3階 

法人名称・法人所在地、及び事業所名称・事業所所在地

の変更の場合 

捨 

印 

代表

者印 

④～⑥欄は、変更後の名称及び所在地を

記載してください。④⑤については登記

の表記どおりに記載してください。 

法人又は団体にあってはその名称及び代表者の

氏名を記名押印又は署名してください。 

法人の名称変更を行う場合は、変更後

の名称で届出してください。 

提出日を記載 



様式６号（第２面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

なお、申請者（法人にあっては役員を含む）については、職業安定法第 32 条各号に掲げる 

欠格事由のいずれにも該当しないこと、職業紹介責任者については、未成年者に該当せず、 

かつ、同法第 32 条第１号から第８号までのいずれにも該当しないことを誓約します。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦変 更 事 項 
 

 法人及び事業所の名称・所在地変更 

⑧変 更 前 

  
事業主名：有限会社 需給調整事業部 
事業所名：有限会社需給調整事業部 海岸支店 
事業主住所：港区芝５－３５－３ 
事業所住所：港区芝５－３５－３ △△ビルディング１Ｆ 

⑨変 更 後 

  
事業主名：株式会社 需給調整事業部 
事業所名：株式会社需給調整事業部 海岸支店 
事業主住所：〒108-8432 港区海岸３－９－４５ 

TEL 03－（○○○○）□□□□ 
事業所住所：〒108-8432 港区海岸３－９－４５ ●●ビル 3階 

TEL 03－（○○○○）□□□□ 

 

⑩取 扱 職 種 の 

  範 囲 等 
 

 

 

 

 
⑪変 更 (廃 止 ) 

年  月   日 
 平成２９年４月１日 

 
 
⑫職業紹介責任者 

氏    名 住           所 

 
 

⑬変更(廃止)理由 
 再 交 付 理 由 

 商号変更及び事業所移転のため 

⑭備        考 総務課長 佐藤 ▲▲ ＴＥＬ０３（３４５２）○○○○ 

 

法人名称・法人所在地、および事業所名称・事業所所在地の変更について 

 ≪提出様式≫ 

・職業紹介事業変更届出書（様式第６号） 原本１部、写し２部 

 【添付書類】 

 ①定款又は寄付行為 写し２部 

  ＊変更後のものが作成されていない場合は、株主総会議事録を添付すること。 

  （同一区内での移転等で、定款の内容に変更が無い場合は不要です。） 

②登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 原本１部、写し１部 

※事業所所在地が変わる場合は以下③④も必要です 

③賃貸借契約書（転貸借契約の場合は「原契約書」「転貸借契約書」「所有者の承諾書」写し２部 

 ＊自己所有の場合は、不動産登記簿謄本 写し２部 

④事業所のレイアウト図 写し２部 

 ＊①②の記載内容に変更が無ければ、①②は不要です。 

 【提出期限】変更日の翌日から３０日以内 

       事業所名称・事業所所在地の変更のみの場合は変更日の翌日から１０日以内 

捨 

印 

二重線で抹消してください。 

備考欄には、担当者職、氏名及び連絡先

を記載してください。 

郵便番号、ビル名、階数、電話番号を記

載してください。 



 

様式第６号（第３面）                                                                                                                              

 

記載要領 

１ 有料・無料職業紹介事業許可証再交付申請書の記載方法 

(1) 有料職業紹介事業許可証の再交付を申請する場合には、表題中「・無料」、「職業紹介事業変更

届出書」、「職業紹介事業変更届出書及び有料・無料職業紹介事業許可証書換申請書」、「有料・無料・

特別の法人無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」及び「特別の法人無料職業紹介事業変更届出

書」を抹消し、並びに２以下の全文を抹消すること。 

(2)  無料職業紹介事業許可証の再交付を申請する場合には、表題中「有料・」、「職業紹介事業変 更

届出書」、「職業紹介事業変更届出書及び有料・無料職業紹介事業許可証書換申請書」、「有料・無料・

特別の法人無料業紹介事業取扱職種範囲等届出書」及び「特別の法人無料職業紹介事業変更届出書」

を抹消し、並びに１及び３以下の全文を抹消すること。 

２  有料・無料職業紹介事業変更届出書の記載方法(14 の場合を除く。） 

(1) 有料の職業紹介事業に係る変更の届出をする場合には、表題中「・無料」、「職業紹介事業許 可

証再交付申請書」、「職業紹介事業変更届出書及び有料・無料職業紹介事業許可証書換申請書」、「有

料・無料・特別の法人無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」及び「特別の法人無料職業紹介事

業変更届出書」を抹消し、並びに１、２及び４以 下の全文を抹消すること。 

(2) 無料の職業紹介事業に係る変更の届出をする場合には、表題中「有料・」、「職業紹介事業許 可

証再交付申請書」、「職業紹介事業変更届出書及び有料・無料職業紹介事業許可証書換申請書」、「有

料・無料・特別の法人無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」及び「特別の法人無料職業紹介事

業変更届出書」を抹消し、並びに１から３及び５ 以下の全文を抹消すること。 

３ 有料・無料職業紹介事業変更届及び有料・無料職業紹介事業許可証書換申請書の記載方法 

(1)  有料職業紹介事業に係る変更の届出をするとともに許可証の書換えを申請する場合には、表 

題中「・無料」、「職業紹介事業許可証再交付申請書」、「職業紹介事業変更届出書」、「・無料」、「有

料・無料・特別の法人無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」及び「特別の法人無料職業紹介事

業変更届出書」を抹消し、並びに１から４及び６ 以下の全文を抹消すること。 

(2) 無料職業紹介事業に係る変更の届出をするとともに許可証の書換えを申請する場合には、表 

題中「有料・」、「職業紹介事業許可証再交付申請書」、「職業紹介事業変更届出書」、「有料・」、「有

料・無料・特別の法人無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」及び「特別の法人無料職業紹介事

業変更届出書」を抹消し、並びに１から５及び７ 以下の全文を抹消すること。 

(3)  許可証の書換えを申請する場合は、⑥欄に変更する事項が該当する職業紹介事業を行う全て 

の事業所の名称及び所在地を記載することとし、⑦欄に変更する事項を記載すること。所定の欄に

記載し得ないときは別紙に記載して添付すること。 

第３面、第４面、第５面は記載要領なの

で、提出の必要はありません。 



 

 

様式第６号（第４面）                                                                      

４  有料・無料・特別の法人無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書の記載方法 

(1)  有料職業紹介事業の取扱職種の範囲等を定め、届出をする場合には、表題中「有料・無料」、

「職業紹介事業許可証再交付申請書」、「職業紹介事業変更届出書」、「職業紹介事業変更届出書

及び有料・無料職業紹介事業許可証書換申請書」、「・無料・特別の法人無料」及び「特別の法

人無料職業紹介事業変更届出書」を抹消し、並びに１から６まで及び８の全文並びに７の「第

33 条第４項において準用する・第 33 条の３第２項において準用する」を抹消すること。 

(2)  無料職業紹介事業の取扱職種の範囲等を定め、届出をする場合には、表題中「有料・無料」、

「職業紹介事業許可証再交付申請書」、「職業紹介事業変更届出書」、「職業紹介事業変更届出書

及び有料・無料職業紹介事業許可証書換申請書」、「有料・」、「・特別の法人無料」及び「特別

の法人無料職業紹介事業変更届出書」を抹消し、並びに１から６まで及び８の全文並びに７の

「・第 33 条の３第２項において準用する」を抹消すること。 

(3) 特別の法人無料職業紹介事業の取扱職種の範囲等を定め、届出をする場合には表題中「有料・

無料」、「職業紹介事業許可証再交付申請書」、「職業紹介事業変更届出書」、「職業紹介事業変更

届出書及び有料・無料職業紹介事業許可証書換申請書」、「有料・無料・」及び「特別の法人無

料職業紹介事業変更届出書」を抹消し、並びに１から６まで及び８の全文並びに７の「第 33 条

第４項において準用する・」を抹消すること。 

(4) ⑩欄には、職業紹介事業を行う事業所ごとに取扱職種の範囲等の内容を記載すること。記 

載し得ない場合は別紙に記載して添付すること。 

  (例)職業 

      (イ) 事務的職業、会社・団体の役員、飲食物調理の職業、林業の職業など 

 （例）地域 

      (ロ) 国内、大阪府、中部地方など 

 （例）その他  

       (ハ) 紹介予定派遣に関するもの、母子家庭の母等、中高年齢者、本校所定の課程を修了 

した者など 

    (ニ) 青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和 45 年法律第 98 号）第 11 条により公共 

職業安定所が求人不受理とすることができる求人者に該当する旨の自己申告があっ 

た求人者からの学校卒業見込者等であることを条件とした求人は取り扱わない。 

(5) 取扱職種の範囲等の変更については「取扱職種等の範囲等」の欄に変更後のものを記載す

ることとし、変更前の取扱職種の範囲等を⑧変更前の欄にも記載すること。 

第３面、第４面、第５面は記載要領なの

で、提出の必要はありません。 



 

 

様式第６号（第５面） 

５  特別の法人無料職業紹介事業変更届出書の記載方法 

  特別の法人が無料職業紹介事業を行う事業所の新設を届け出て行う場合は、表題中「有料・ 

無料」、「職業紹介事業許可証再交付申請書」、「職業紹介事業変更届出書」、「職業紹介事業変更

届出書及び有料・無料職業紹介事業許可証書換申請書」及び「有料・無料・特別の法人無料・

職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」を抹消し、並びに１から７までの全文を抹消すること。 

６ ①欄には、申請書又は届出書を管轄都道府県労働局に提出する年月日を記載すること。 

７ ②欄には、申請者又は届出者の氏名（法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

  を記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。 

８ ③欄には、許可・届出の際に付与された許可・届出番号を記載すること。 

９ ④欄には、氏名（個人）又は名称（法人又は団体における名称）を記載すること。 

10 ⑤欄には、事業所の所在地（法人にあっては主たる事務所の所在地）を記載すること。 

11 ⑪欄には、変更（廃止）事項について、変更（廃止）した年月日を記載すること。 

12 なお書きは、代表者又は職業紹介責任者の変更届出以外の場合は抹消すること。 

   また、代表者又は職業紹介責任者の変更届出においてそれぞれ変更のないものに係る部分に

ついて抹消すること。 

13 ⑭備考欄には、担当者職、氏名及び連絡先を記載すること。 

14  職業紹介を行う事業所の新設又は廃止の場合における職業紹介事業変更届出書における記載

方法 

新たに職業紹介事業を行う事業所の新設を届け出て行う場合、又は、職業紹介事業を行う事

業所を廃止する場合は、⑦欄には事業所の「設置」又は「廃止」を記載することとし、該当す

る全ての事業所の名称及び所在地を⑥欄に記載すること。所定の欄に記載し得ないときは別紙

に記載して添付すること。 

⑪欄に事業を開始する（又は廃止した）年月日を記載すること。⑫欄には、職業紹介事業所

を設置する場合について、該当する事業所における職業紹介責任者の氏名、住所を記載するこ

と。⑬欄には、事業を廃止した理由を具体的に記載すること。 

  

   

 

         

 

 

第３面、第４面、第５面は記載要領なの

で、提出の必要はありません。 


